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カテゴリー:お知らせ 

 

 

旅して！埼玉割観光応援キャンペーンの延長について 
 

令和４年９月３０日（金）までの期間で実施している、旅して！埼玉割観光応援キ

ャンペーンの料金割引及びクーポン券配布期間を１０月１０日（月）まで延長します。 

また、既に配布を終了しているとくとく埼玉！観光応援キャンペーンのクーポン券

についても利用期間を１０月１１日（火）まで延長します。 

 

１ キャンペーンの対象期間 

 
旅して！埼玉割 

観光応援キャンペーン 

とくとく埼玉！ 

観光応援キャンペーン 

割引対象・ 
クーポン配布

期間 

１０月１０日（月） 
まで延長 

５月３１日（火）宿泊分で
配布終了 

クーポン 
利用期間 

１０月１１日（火）まで延長 

※１ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては本事業を停止する場合があり

ます。その場合であっても、キャンセル料の補填等は行いませんので、予めご了承

ください。 

 

※２ 延長分（１０月１日（土）以降）の予約方法及び開始日 

  ① 宿泊施設への直接予約及び旅行会社を利用した予約の場合 

 令和４年９月２９日（木）から 

  ② 宿泊予約サイトを利用した予約の場合 

 ９月下旬以降に順次運用開始で現在調整中です。 

＊ ご利用になる場合、事前予約をした上でワクチン接種歴（３回）又はＰＣＲ 

 検査等による陰性結果の確認が必要です。 

 

 

 

 

   令和４年９月２８日 

産業労働部 観光課 
総務・物産・民泊担当 伊藤・丹生 
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２ 観光応援キャンペーンの概要 

（１）旅して！埼玉割観光応援キャンペーン 

埼玉県民及び隣接県等※１からの旅行者で、ワクチン３回接種の方※２又はＰＣＲ

検査等による陰性結果の確認ができる方に日帰り・宿泊旅行代金の５０％を割引

(上限額５千円)し、土産物店等で利用できるクーポン券を２，０００円分配布し

ます。割引等を受けるには事前予約が必要です。 

※１ 隣接県等 

 茨城県・栃木県・群馬県・千葉県・神奈川県・山梨県・長野県在住者 

※２ ワクチン３回接種の方 

  ３回接種当日以降 

  なお、埼玉県民がブロック割を活用して隣接県等を旅行する場合も３回の

ワクチン接種が必要です。詳しくは旅行先の県にお問い合わせください。 

 

（２）とくとく埼玉！観光応援キャンペーン【クーポン配布終了】 

県内の対象宿泊施設に観光目的で宿泊した埼玉県民及び全国からの旅行者に土

産物店等で利用できるクーポン券を最大３，０００円分配布するものです。 

５月３１日（火）宿泊分をもって配布を終了したクーポン券の利用期間を 

１０月１１日（火）まで延長します。 

 

３ 割引・クーポン配布宿泊施設、クーポン利用可能施設 

【参考】令和４年９月２８日（水）現在 

割引・クーポン配布宿泊施設：１８０施設  クーポン利用可能施設：２，９８２施設 

 

４ 全国旅行支援について 

観光庁が９月２６日（月）に発表した、全国旅行支援については、埼玉県では

１０月１１日（火）から開始する予定です。 

事業の詳細については、改めて発表いたします。 

参考：https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000570.html 

 

５ ご利用上の注意 

（１）旅行中は「新しい旅のエチケット（観光庁）」などの感染対策をお願いいたし

ます。参考：https://goto.jata-net.or.jp/info/2020091001.html 

（２）宿泊先等の現地で、ワクチン接種歴・ＰＣＲ検査等による陰性結果の確認がで

きなかった場合は、「旅して！埼玉割観光応援キャンペーン」が利用できなくな
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りますのでご注意ください。 

（３）予算状況によっては予告なくこのキャンペーンを終了する場合があります。 

 詳細については下記ホームページをご参照ください。 

https://chocotabi-saitama.jp/topics/45987 


